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２０２４年１０月度の受付相談事例を中心に記載しています。 

１． 相談業務 
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1-2 受付相談事例および内容の紹介 ・・・・ p.3～9 
 

２． ちょっと注目 『薬剤耐性菌を増やさないために』 
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「コラム」は今月お休みさせていただきます。 
 
 
  

化学製品 PL相談センター        2024年 11月 11日発行 

アクティビティノート ＜第 333号＞ 

TOPICS 

薬剤耐性菌を増やさないために 

11月は、「薬剤耐性（AMR）対策推進月間」です。 
いま、世界中で抗菌薬の効かない耐性菌が増加しています。薬剤耐性

の拡大防止のために、私たち一人ひとりにできることがあります。 
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1.相談業務 
１．１ 相談受付件数 

2024年 10月度相談受付件数（9/27～10/25 実働:20 日） 

 事故クレーム

関連相談 

品質クレーム

関連相談 

クレーム関連

意見･報告等 

一般相談等 意見･報告

等 

合計 構成比 

消費者・ 

消費者団体 
2 0 0 12 0 14 67％ 

消費生活Ｃ・

行政 
2 0 0 3 0 5 24％ 

事業者・ 

事業者団体 
0 0 0 2 0 2 10％ 

メディア・ 

その他 
0 0 0 0 0 0 0％ 

合計 4 0 0 17 0 21  
構成比 19% 0% 0% 81 0%  100% 

相談内容区分(改定 2008年 8月) 

事故クレーム関連相談 製品の欠陥や誤使用などによって人的･物的な拡大被害が発生したもの 

品質クレーム関連相談 拡大被害を伴わない、製品そのものの品質や性能に関する苦情 

クレーム関連意見･報告等 
事故の報告や品質の苦情に関する意見･要望など、当センターからコメントを

出さないもの 

一般相談等 一般的な相談･問合せ等 

意見･報告等 一般的な意見・報告･情報の提供を受けたもの 
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１．２ 受付相談事例および内容の紹介 

 ※「臭い」と「ニオイ」の区別について 

不快または好ましくない場合を「臭い」とし、柔軟剤・芳香剤・化粧品・香水等のように意

図的に付加した場合を「ニオイ」と表記することにしています。「ニオイ」としたのは、意

図的に付加した場合でも、不快と感じる方がいるため、中立的なイメージとして表現しまし

た。ただし、不快臭を付加した場合（ガス臭等）は「臭い」とすることにしています。 

 事故クレーム関連相談 

◆ ＜洗濯用洗剤で洗濯機のプラスチック部分が破損＞ 「４年前に購入した○○社の縦型洗濯機

の、蓋と本体を繋いでいるプラスチックが破損した。修理を依頼したところ、洗濯中に洗剤の

泡が飛び散って付着したことが原因であるとの説明であった。洗剤は特定のものではなく、複

数のタイプの洗剤を使用している。○○社に原因について問い合わせたが、修理業者が言う通

りとの回答であった。洗濯で洗剤を使用することは当たり前のことである。原因に納得できな

い」との相談を受けている。洗剤が、プラスチックを傷めることはありえることか。<消費生活

Ｃ> 

⇒プラスチックに原液の洗剤等が付着したまま放置すると、プラスチックを傷める可能性

はあります。○○社の縦型洗濯機の取扱説明書を確認すると、ブラスチック部分に洗剤・柔

軟剤・漂白剤が付いて放置するとブラスチック部分を傷める原因になる旨の注意が記載さ

れています。他のメーカーの洗濯機にも同様の注意があり、液体洗剤にも、洗濯機のフタに

原液がつかないようにする旨の表示が記載されています。しかし洗濯中に希釈された洗剤

や泡が飛び散った場合の注意は表示されていません。通常の洗濯時に起こることが考えら

れるのであれば、今後、どうすれば破損を防ぐことができるか、具体的に○○社に説明を求

めてみてはいかがでしょうか。 

◆ ＜ホームセンターで購入した切り売りカーペットが劣化して床に付着＞ 「5年ほど前に〇〇で

購入した切り売りのニードルパンチカーペット（表ポリエステル、裏ラバーフォーム）を洗面

所の床にひいておいたら、裏面が床に貼りついて取れなくなった。販売店に相談したら、製品

は悪くないといって取り合ってくれない。切り売りのために、購入時に注意は何も受けていな

い」という相談を消費者から受けている。裏のラバーフォームの加水分解が原因だと推定され

るが、床の回復方法や表示がない事についてなど、どのようにアドバイスをしたらよいか <消

費生活Ｃ> 

⇒床の回復方法は、床材の材質や表面加工にもよります。カーペットの材質の詳細も含め、

カーペットのメーカーに確認をされてはいかがでしょうか。また、一般に、ニードルパンチ

カーペットは住居に敷き込むのではなく、展示会などで短期に使われるものが多いようで

す。ホームセンターで用途がわかるように陳列されていたかも、確認されてはいかがでし

ょうか。 

◆ ＜浴室リフォームの施工不良による体調不良＞ １年９カ月くらい前から呼吸が苦しくなるな

ど体調が悪くなるようになった。体調不良が起こるようになった頃に浴室のリフォームをし、
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臭いもするようになった。リフォーム業者に原因調査などを依頼していたが、なかなか対応し

てくれないので自分で壁の隙間からファイバースコープを入れて確認したところ、硬くなって

いるはずのところが、柔らかいことがわかった。この部分は、現場で２種類の材料を混ぜ合わ

せて硬化させるが、硬化不良であったことが判明した。ファイバースコープの映像をリフォー

ム業者に見せて、再施工する対応となった。体調については受診し、医師に状況は伝えたが、

原因についてはわからないと言われている。このようなことがあったことを情報提供したい。

化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒情報ありがとうございます。当センターとしては、報告いただいた内容をアクティビテ

ィノート、および年度報告書等にまとめて公開することで、情報の共有を図ってまいりま

す。 

◆ ＜洗濯槽洗浄剤の液漏れによる棚損傷＞ ２年ほど前に〇〇社の△△という塩素系の洗濯槽用

洗浄剤を購入し、棚に保管していた。数日前に、容器から液が漏れて棚板が白くなり穴が開い

ていることに気が付いた。ずっと棚に保管していただけで、何もしていない。この場合は、〇

〇社に棚の修理費用などを支払ってもらえるだろうか。化学製品ＰＬ相談センターは、ネット

で「化学製品、損害賠償」のワードで調べた。 <消費者> 

⇒購入して数年間保管をしていただけで、容器が破損して液が漏れることは、通常の使用

形態では考えにくいことです。ご自宅で容器を落下したなどの破損となりうる原因がなけ

れば、〇〇に連絡をして、現在の状況などを伝えた上で棚の修理費用について相談してみ

てはいかがでしょうか。 

 品質クレーム関連相談 

◆ なし 

 一般相談 

◆ ＜海外の通販サイトで購入した製品の安全性＞ 「海外の通販サイトで、衣類、食器、化粧品な

ど、いろいろな物を購入している。最近、ニュースで自分が購入していた〇〇と△△で販売さ

れた様々な製品で韓国の安全基準値を超える有害物質が検出されたとの報道があった。自分が

購入した製品の安全性について知りたい」との相談を受けている。安全性はどうなのか。<消費

生活Ｃ> 

⇒日本国内においては、家庭用品を保健衛生的観点から見て安全なものにすることを目的

として有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律で、特定の成分における安全基準

が定められています。しかし、海外の通販サイトである〇〇、△△で購入する製品に関して

は個人輸入となりますので、安全性等については個人の責任で購入・使用することになり

ます。安全性の基準なども含めご心配であれば、製品ごとに購入したサイトにお問い合わ

せされるよう伝えられてはいかがでしょうか。 

◆ ＜電子タバコについての相談＞ 消費生活センターだが、電子タバコで体調を悪くしたという
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相談を受けている。電子タバコは化学製品ＰＬ相談センターで相談を受けてくれるのか。厚生

労働省に確認をしたが、電子タバコはニコチンを含まないので、加熱式タバコと異なり、厚生

労働省管轄ではない」といわれた。<消費生活Ｃ> 

⇒電子タバコは、香料などを含む溶液(リキッド)を電気的に加熱し、エアロゾル（蒸気）を

吸入する製品です。医薬品医療機器等法（薬機法）により、ニコチンを含むリキッドの販売

には許可が必要であり、現在国内ではニコチンを含む電子タバコは販売されていません。

ニコチンを含まない電子たばこは、たばこ事業法のたばこ製品として分類されないため、

たばこ事業法や健康増進法の対象となっていません。一方、電子タバコのリキッドは、原材

料は無害であっても加熱されることにより有害物質が生じる可能性があること等が報告さ

れています。相談者の方は体調を悪くされたとの事ですが、当センターでは、一般的な情報

をお伝えすることしかできず、体調については、医療機関への相談をお勧めします。 

◆ ＜隣人が使用した猫忌避剤と体調不良の関係＞ 「1年前から、眼に刺激や鼻・喉などに異変が

あり、通院しているが症状が改善しない。最近、隣人と話して、1年くらい前に猫忌避剤を使用

していたことがわかった。医師に伝えたところ、成分がわかれば治療できると言われた。隣人

が使用した製品の成分表示には、成分表示の中に「その他」とあり、確認できない成分がある

ため、メーカーに問い合わせたが教えてくれなかった」との相談を受けている。その他の成分

が何であるか、化学製品ＰＬ相談センターで調べてもらえるか。<消費生活Ｃ> 

⇒当センターでは、個別の製品について調査・分析などは実施しておりません。また、メー

カーも猫忌避剤の成分表示は義務付けられていません。強制力はありませんが、医師から

体調不良の治療に必要な情報であることを伝え、メーカーに開示をしてもらうよう、相談

されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜海外ＥＣサイトで購入した衣類の臭いについて＞ 最近海外ＥＣサイト〇〇で、ワンピース

数着と小物を購入した。開封したらワンピースから鼻をつくような刺激臭がして、屋外に干し

ても臭いが取れない。眼に刺激があり喉も痛く皮膚も発疹やかゆみが出た。自宅の毛布やカー

ペットにも臭いが移り、製品は破棄したが臭いが消えない。多分、ホルムアルデヒドが原因で

はないかと思う。部屋の臭いを早く取り除くにはどうしたらよいか。こういう製品は、税関で

検査されないのか。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒〇〇は、中国の通販サイトであり、購入は個人輸入となります。販売目的の輸入であれば

規制を受ける製品や成分であっても、個人輸入をして個人で使用する場合に限り規制の対

象外となっている場合もあり、購入・使用は自己責任が伴います。製品はすでに破棄された

との事ですが、臭いの原因となる物質などについてご心配があれば、〇〇に問い合わせて

確認ください。ご自身の体調については、医療機関にご相談ください。室内の臭いの除去

は、換気がとても大切です。換気扇やサーキュレーターなども活用して、十分に換気をして

ください。 

◆ ＜海外通販サイトで購入し衣類の安全性＞ 海外通販サイト〇〇で家族が購入したスカートを、

幼児の衣類などと一緒に洗濯してしまった。ネットの情報などで、〇〇で販売している衣類か

らホルムアルデヒドやアリールアミンが高濃度で検出されたと知った。すでにスカートは廃棄
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したが、洗濯した事により、危ない成分が、幼児の衣類や洗濯槽に移ってしまったのではない

か不安。消費生活センターに相談したら、化学製品ＰＬ相談センターの電話番号を紹介された。

<消費者> 

⇒〇〇は中国の通販サイトであり、取り扱い製品は必ずしも日本国内の安全性の基準に則

した製品でない場合もあり、購入・使用には自己責任が伴います。現在、ネット等を中心

に、韓国で検査をした一部の衣類から、ホルムアルデヒドやアリールアミンが基準値以上

の値で検出されたという情報が発信されています。ホルムアルデヒドは皮膚刺激性がある

物質ですが、水に溶けやすく洗濯を繰り返すことにより、衣類から除去でき、他の衣類や洗

濯槽に残ることは少ないと考えられます。また、アリールアミン（芳香族アミン）は、日本

国内では直接肌に付着する繊維製品において、化学反応で特定芳香族物質を発生する危険

のある染料（２４種）が規制されています。ただし、洗濯により他の繊維製品に成分が移る

ことは考えにくいです。そのため、あまりご心配をされるには及ばないと思われます。 

◆ ＜海外サイトで購入した寝具の安全性について＞ 娘が海外のサイト〇〇でシーツを購入して

くれた。〇〇の衣類について、韓国で発がん性物質のホルムアルデヒドが基準の何倍も検出さ

れたとの情報をインターネットで見た。安全性が心配なため、使用するかどうか迷っている。

ネット情報には、洗濯すれば大丈夫ともあるが、どうなのか。化学製品ＰＬ相談センターは保

健所から紹介された。<消費者> 

⇒ホルムアルデヒドは、ヒトに対する発がん性が認められるほか皮膚刺激性がある物質で

あり、日本国内では「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」により、肌に直接

触れる下着など、また、乳幼児用の場合は、寝具を含む多くの繊維製品について、基準値が

設定され、厳しく規制されています。購入された、シーツは、国内法の規制対象かどうかは

わかりませんが、ホルムアルデヒドは水に溶けやすく、洗濯を繰り返せば除去できるとさ

れています。 

◆ ＜海外生産された衣類の安全性について＞ １年半前に妹から譲ってもらったブラウスを着用

していたが、最近、中国のサイトで購入した衣類から、有害物質であるホルムアルデヒドが何

百倍も検出されたとのニュースがあり心配になった。妹に入手経路を確認したところ、どこか

のサイトで注文し、中国から直送されたとのことであった。怖くなりブラウスは廃棄したが、

一緒に洗濯した衣類やクローゼット内の他の衣類が汚染されていないか不安である。ネットの

書き込み情報に洗濯すれば大丈夫ともあったがどうなのか。化学製品ＰＬ相談センターは消費

生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒ホルムアルデヒドは、皮膚刺激性がある物質であり、日本国内では、「有害物質を含有す

る家庭用品の規制に関する法律」により、繊維製品について、肌に直接触れる下着などでは

７５ｐｐｍ以下、乳幼児用の場合は１６ｐｐｍ以下と規制されています。着用されていた

ブラウスは、国内法の規制対象かどうかはわかりませんが、ホルムアルデヒドは水に溶け

やすく、洗濯を繰り返せば除去できるとされています。既に、1年半が経過し、洗濯もされ

ていますので過度にご心配されることはないと思われます。心配であれば、洗濯可能な衣

類は洗濯されてはいかがでしょうか。 
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◆ ＜裾上げテープの安全性＞ カーテンの裾上げのために、アイロンで接着させる裾上げテープ

２種類を使用した。材質表示が、それぞれポリアミドとナイロンと異なっている。一部に重な

って使用している部分があり、異なる材質が混ざって危険な物質に変化するのではと心配にな

った。また、接着が剥がれてしまった箇所を、０歳児が手で触り触り、舐めた可能性があるが

安全性はどうなのか。化学製品ＰＬ相談センターは国民生活センターから紹介された。<消費

者> 

⇒ナイロンは、ポリアミドの慣用名として用いられています。材質表記はポリアミドとナ

イロンで異なっていますが、同種のものと思われます。ご心配の２種が重なったことで危

険な物質に変化することはありません。０歳児のお子さんが触って舐めた場合の安全性に

ついては、当センターでは個別の製品について成分や安全性に関する詳細情報は持ち合わ

せておりませんので、メーカーにお問い合わせください。 

◆ ＜ＢＰＡフリーの水筒について＞ 子供の持ち運び用の水筒を選んでいたら、ＢＰＡフリーと

書かれていた。これはどういう意味か。ＢＰＡフリーと書かれていなければ、ＰＥＴやポリプ

ロピレンなどの食品の容器などにもＢＰＡが使われている可能性があるのか。<消費者> 

⇒ＢＰＡはビスフェノールＡの事であり、主にポリカーボネート樹脂、エポキシ樹脂など

の原料として使用されている物質です。そのため、ポリカーボネート製品には、製造過程で

未反応のビスフェノールＡが残留するため、製品の中にごく微量のビスフェノールＡが含

まれています。国内外において、ビスフェノールＡが内分泌系への影響が懸念される物質

として関心がもたれ、多くの健康評価が実施されました。その結果を受け、食器用の器具や

容器包装においては、食品衛生法の規格基準で限度値が定められています。なお、ＰＥＴや

ポリプロピレンを原料とする食品容器には、ビスフェノールＡは含まれていません。 

◆ ＜ノンポリマーの生理用品について＞ 自分が子宮内膜症を患ったので、娘には経皮毒などの

心配のない〇〇社の△△というノンポリマーの生理用品を買い与えようか迷っている。ノンポ

リマーの生理用品の方が、身体に優しいのか。化学製品ＰＬ相談センターは他の事で聞いたこ

とがある。<消費者> 

⇒〇〇社の△△は、オーガニックコットンを肌にあたる表面材に使用して、肌へのやさし

さを訴求した製品のようです。ポリマーである高分子吸収体を使っていないことが肌に優

しい理由であるかは、当センターではわかりかねます。〇〇社にご自身で確認をしてみて

はいかがかがでしょうか。 

◆ ＜ウレタン製マットレスの臭いの原因物質について＞ 韓国に在住している。5カ月前に韓国の

保険会社でウレタンのマットレスをもらい自宅で使用していた。その時は、臭いは気にならな

かったが、3カ月前、気温が３５度くらいの猛暑時に、お寺の修行で持ち出した時から、臭いが

するようになった。１ヶ月前に廃棄したが、廃棄後も室内の臭いの強さは変わらず、以前より

も広がっているように感じている。臭いの成分は何か知りたい。化学製品ＰＬ相談センターは

インターネットで知った。<消費者> 

⇒一般的にマットレスは軟質ポリウレタンが使用されています。軟質ポリウレタン自身は

無臭のものですが、製造時に少量の触媒、整泡剤、難燃剤などが添加され、これらの一部が
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臭いの原因となることもあります。なお、使い始めは臭いがしなかったとの事ですので、ウ

レタンマットが、周囲のニオイを吸着した可能性もあります。当センターででは、使用され

ている添加剤等の詳細情報は持ち合わせておりませんので、提供元の保険会社を通じてメ

ーカーに確認されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜カビ取り用洗浄剤を洗濯槽に使い心配＞ 風呂場で使用しているカビ取り用洗浄剤〇〇を、

縦型洗濯機の洗濯槽の上部にかけた。〇〇の表示に「液が衣類につかないように注意する」と

書かれているのに気付いた。洗濯機にかけた剤が衣類につき、身体に害とならないか不安。そ

の後、洗濯槽は台所用の塩素系漂白剤△△で洗浄して使っているが、それ以降洗濯物から塩素

の臭いと生乾きのような臭いがして不安である。大丈夫だろうか。化学製品ＰＬ相談センター

は、ネットで調べた。 <消費者> 

⇒〇〇は、次亜塩素酸塩が主成分の塩素系のカビ取り用洗浄剤です。衣類に付くと脱色や

繊維の劣化の原因となるため、衣類につかないように注意喚起がされています。洗濯槽に

使ってしまっても、その後に洗濯槽を十分に水で洗浄をすれば、衣類や身体に成分が付着

することはありません。今回、〇〇を使用の後に△△で洗濯槽を洗浄したとの事ですので、

塩素臭が感じられたのだと思われます。洗濯を繰り返せば臭いは取れます。また、洗濯物の

生乾きのような臭いも気になるようでしたら、洗濯槽を洗濯槽クリーナーを使って掃除す

ること、衣類は漂白剤を使って洗濯すること、衣類を業務用の乾燥機やアイロンなどをつ

かって高温で乾燥させることなどを試されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜医療機器の温熱療法の熱源につかう線香について＞ 医療機器の温熱療法に使用する線香の

性能が変更になり、火傷などの事故が発生する危険が高くなったと感じる。メーカーにも伝え

たが対応してくれない。線香を調査してほしい。化学製品ＰＬ相談センターは、近くの消費生

活センターで教えてもらった。<消費者> 

⇒当センターでは、分析やテストは実施していません。ご自身でテスト機関に依頼するこ

とも可能ですが、費用も手間もかなりかかると思われます。まずは、以前の製品との違いな

ど、メーカーから紙面で入手できないか再度確認されてはいかがでしょうか。また、医療機

器に使う製品との事ですので、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の医療機器相談窓

口にご相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜隣人が使用した化学物質による被害について＞５０年ほど前から隣人と土地の境界などの

トラブルが続いている。以前、父が境界に杭を打ち黒い塗料を塗っていたが、３年ほど前に隣

人がニトロベンゼンを撒いて塗料を消した。それ以降、自分の体調が悪く、肌が荒れ、呼吸も

苦しくＥＤになった。被害届を出したいが、証拠がないので受け入れてもらえない。体調につ

いて診断をしてもらいたいと病院に電話をしても、受け入れてもらえない。自分も高齢になっ

てきたので、隣人とのトラブルを早く解決させたい。ニトロベンゼンをかけられて体調不良に

なったことをどのように証明できるだろうか。厚生労働省に問い合わせをしたら、化学製品Ｐ

Ｌ相談センターを紹介された。<消費者> 

⇒様々な体調の不調については、医療機関での受診をお勧めします。どの科で受診された

らよいのか迷う場合は、内科系の総合診療科なども検討されてはいかがでしょうか。当セ
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ンターでは原因物資の特定・分析は行っていません。独立行政法人製品評価技術基盤機構

（ＮＩＴＥ）のウェブサイトに「原因究明機関ネットワーク総覧」として、全国の分析機関

のリストが掲載されています。（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/list.

html）。こちらを参考にされてはいかがでしょうか。 

◆ ＜自宅に流れ込んでくる刺激物を調べてほしい＞ 隣の家から、臭いはないが刺激物が自宅に

流れ込んできている。３年半前から続いており、刺激物が流れ込んでいる時には、喉や目が痛

くなる。刺激物が何か調べてほしい。化学製品ＰＬ相談センターは親戚の者が調べて教えてく

れた。<消費者> 

⇒当センターでは、調査・分析などは実施しておりません。体調については医療機関にご相

談されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜製造物責任法の表示について＞ ＢｔｏＢで取引をしている化学品メーカーである。ＧＨＳ

に基づく表示はしているが、提供先のメーカーから、製品の製造物責任（ＰＬ）法の表示につ

いて聞かれた。ＰＬ法で義務付けている表示はあるか。<事業者> 

⇒製造物責任（ＰＬ）法は製造物の欠陥により使用者が被害を被った場合の製造業者等の

損害賠償責任を定めた法律です。ＰＬ法には表示に関する規定はありませんが、注意表示

等に不備があった場合には、「注意・警告上の欠陥」と見なされる場合があります。 

◆ ＜製造物となりうるかの確認＞ プラスチックトレーの製造メーカーである。当社で製造した

トレーを商社を通じて食品加工のメーカーに納入し、製造ラインで使用されている。今回、ト

レーの二次加工をする際に、プラスチックの破片が容器に混入してしまった。そのために食品

加工メーカーは製造を止めることになった。異物は２片見つかった。商社を通じて、今回の件

は製造物責任（ＰＬ）法の対象であるといわれている。自社のトレーはＰＬ法における製造物

となるのか。 <事業者> 

⇒ＰＬ法は、製造物の欠陥によって人の生命や身体、財産に被害を被った場合に、被害者が

製造業者に対して損害賠償を求めることができる法律です。ここでいう製造物は「製造又

は加工された動産」と定義されています。また、製品の欠陥によって生命、身体又は財産に

損害を被り得る主体は消費者と限定されていません。トレーはＰＬ法における製造物と判

断されることがあると考えられますが、製品は商社を通して納入していたとの事ですので、

賠償責任については契約時の条件なども考慮する必要があります。弁護士などの法律の専

門家にご相談ください。 

 

  

https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/list.html
https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/list.html


アクティビティノート第 333号（2024年 11月） 

化学製品ＰＬ相談センター 
10 

 

 

 

 

 

 風邪をひいたとき、抗菌薬を処方されないと不安を覚える方もいるかもしれませんが、抗菌薬

は、一般のウィルス性の風邪には効果がありません。抗菌薬の使い方を見直してみましょう。 

 

〇抗生物質の発見から薬へ 

初めて発見された抗生物質は、イギリスの細胞学者のフレミングがアオカビから

1928年に発見した「ペニシリン」です。ペニシリンは、その後同じくイギリスのフ

ローリーとチェインが、物質の抽出と大量生産に成功し、抗菌薬として世界中で利

用されることになりました。 

その後も、ワクスマンが放線菌から発見した「ストレプトマイシン」など、多く

の抗生物質が発見され、細菌感染症の治療が劇的に進歩しました。 

現在は、微生物が生産した細菌から生成された抗生物質だけではなく、合成の物質も含め、細菌

感染症に対して効果のある様々な種類の「抗菌薬」が多く治療に使われています。抗菌薬は細菌に

効くといっても、すべての薬がすべての菌に効果があるわけではありません。どの細菌感染症に

効果あるかは、抗菌薬の種類によって異なっています。 

 

〇メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）と薬剤耐性 

抗菌薬を使い続けていると、細菌の薬に対する抵抗力が高くなり、薬が効かなくなることがあり

ます。これを薬剤耐性（ＡＭＲ:antimicrobial resistance）といい、薬への耐性を持った細菌のことを

薬剤耐性菌といいます１）。 

黄色ブドウ球菌は、ヒトに常在する細菌で、健康な人には通常は無害です。しかし、皮膚の傷口

の化膿の原因になったり、細菌感染症に対する抵抗力が低下した人には肺炎や敗血症、髄膜炎な

ど様々な重症感染症の原因となることがあります。ペニ

シリンが発見・利用され始めた当初、黄色ブドウ球菌に

対する治療の効果が高かったのですが、普及と使用量の

増加に伴い、ペニシリンに耐性の菌が増加して世界各地

に広がりました。そこで、これらの耐性菌に対抗するた

めに開発された抗菌薬メチシリンは 1960 年ころより欧

米で使用されるようになりましたが、間もなくメチシリ

ンに耐性のあるＭＲＳＡが海外で確認されるようにな

り、国内でも 1980 年代から問題になり始めました。耐

性をもつ抗菌薬の種類も年々増えてきており、薬の開発

と耐性菌のいたちごっこが続いています。 

健康な人がＭＲＳＡに感染しても、体内の免疫機能が

薬剤耐性菌を増やさないために 
－抗菌薬の使い方を守ろうー 
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働きあまり問題はありませんが、入院患者や高齢者などの抵抗力が低下した人が感染した場合、

抗菌薬が効かないと重症感染症の原因になる場合があります。国内でのＭＲＳＡ感染症の発生の

報告は、2008 年をピークとして若干減少していますが、まだ高い割合で推移しています２）。 

現在、人だけではなく家畜などの動物や植物に対しての抗菌薬の使用が拡大している中、世界中

で多くの薬剤耐性菌が確認され、患者も増加しています。2013 年の段階では、このまま何の対策

も取らなかった場合、2050 年には世界中でがんによる死亡者数を超える年間 1000 万人の死亡が想

定されると試算されました３）。 

 

〇薬剤耐性（ＡＭＲ）の拡大を防ぐための取り組み 

世界のどこか 1 か国で耐性菌による感染症が流行した場合、人や物の交流を通じて世界に拡大

するおそれがあります。薬剤耐性（ＡＭＲ）の拡大を防ぐには、国際的な取り組みが必要です。ヒ

ト、動物、環境の健全性に関わる者が連携して取り組む「ワンヘルス」という考え方が世界的に広

まっています。 

ＷＨＯ（世界保健機関）が各国に対して対策を呼び掛け、日本でも 2016 年から「ＡＭＲ（薬剤

耐性）対策アクションプラン」が策定され、①普及啓発・教育、②動向調査・監視、③感染予防・

管理、④抗微生物剤の適正使用、⑤研究開発・創薬、⑥国際協力の６分野の目標に沿って取り組ま

れています４）。成果の一つとして、アクションプランに示されていた動向調査については「薬剤耐

性ワンヘルス動向調査報告書」を毎年公表しています。 

薬剤耐性（ＡＭＲ）の拡大を防ぐためには、感染症にかかり抗菌薬を必要とする機会を少なく

することや感染症を周りに拡げないようにすることに加え、医療の現場で、ウイルスによる感染

症を始めとして、必要のない抗菌薬を処方しないという取組が重要です。それと同時に、私たち一

人ひとりが抗菌薬を適切に使用することも重要です。 

  

〇私達一人ひとりにできること 

１）不必要な時に抗菌剤を飲まない 

  抗菌剤はウィルスには効果がありません。必要のない抗菌剤を求めないようにしましょう。 

２）抗菌剤を処方されたら、最後まできちんと飲み切る 

  処方された抗菌剤は、医師の指示通りに服用しましょう。症状が回復したからといって、

途中で飲むのをやめたり、人にあげたり、取っておいて後で飲んだりしない。 

３）感染症にかからないようにする 

  正しい手洗い、マスクの着用や咳エチケットを守る、ワクチン接種による

予防など。 

 

【参考にした情報】 

１）抗菌薬が効かない「薬剤耐性（AMR）」が拡大！ 一人ひとりができることは？ | 政府広報オンライン 
２）IASR 457(3), 2024【特集】メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）感染症 1999 年 4 月～2022 年 12 月 
３）国立国際医療研究センター病院「AMR臨床リファレンスセンター」 

４）薬剤耐性（AMR）対策について｜厚生労働省 

 
  

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201611/2.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/mrsa-m/1450-idsc/iasr-topic/12573-529t.html
https://amr.ncgm.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120172.html
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本レポートに掲載した内容の無断転載を固く禁じます。 


